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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内壁面に弁座を有する弁座部材と、前記弁座部材の弁座に離座及び着座する弁体と、前
記弁座部材よりも下流側に配置された燃料通路部と、前記燃料通路部よりも下流側に配置
され、燃料を噴射させる複数の噴射孔を有したノズルプレートとを備えた燃料噴射弁にお
いて、
　前記燃料通路部の開口部より前記ノズルプレートの径方向外側に複数の凹部を形成し、
　当該凹部の最内径部は前記燃料通路部の開口部縁よりも径方向外側に形成され、
　前記複数の噴射孔は前記複数の凹部内にそれぞれが形成され、
　前記弁体が離座及び着座する際に往復動する方向を燃料噴射弁の弁軸方向と定義し
　前記凹部が形成された前記ノズルプレート上の面内方向において、当該凹部の中心を通
って互いに直交する２つの対称軸線のうち他方よりも長さが長い方の軸線を当該凹部の長
軸と定義し、
　前記噴射孔の入口開口の中心と出口開口の中心とを結んだ軸線であって前記弁軸方向に
対して角度を有するように形成された軸線を当該噴射孔の傾斜軸と定義した場合に、
　前記複数の噴射孔のそれぞれについて、前記凹部の長軸を通って前記弁軸方向に平行な
平面と、当該凹部内に形成される前記噴射孔の傾斜軸を通って前記弁軸方向に平行な平面
とは、角度αを有したことを特徴とする燃料噴射弁。
【請求項２】
　請求項１に記載の燃料噴射弁において、
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前記燃料噴射孔は、前記凹部の中央部に形成されていること
を特徴とする。
【請求項３】
　内壁面に弁座を有する弁座部材と、前記弁座部材の弁座に離座及び着座する弁体と、前
記弁座部材よりも下流側に配置された燃料通路部と、前記燃料通路部よりも下流側に配置
され、燃料を噴射させる複数の噴射孔を有したノズルプレートとを備えた燃料噴射弁にお
いて、
　前記燃料通路部の開口部より前記ノズルプレートの径方向内側に複数の凹部を形成し、
　当該凹部の最外径部は前記燃料通路部の開口部縁よりも径方向内側に形成され、
　前記複数の噴射孔は前記複数の凹部内にそれぞれが形成され、
　前記弁体が離座及び着座する際に往復動する方向を燃料噴射弁の弁軸方向と定義し
　前記凹部が形成された前記ノズルプレート上の面内方向において、当該凹部の中心を通
って互いに直交する２つの対称軸線のうち他方よりも長さが長い方の軸線を当該凹部の長
軸と定義し、
　前記噴射孔の入口開口の中心と出口開口の中心とを結んだ軸線であって前記弁軸方向に
対して角度を有するように形成された軸線を当該噴射孔の傾斜軸と定義した場合に、
　前記複数の噴射孔のそれぞれについて、前記凹部の長軸を通って前記弁軸方向に平行な
平面と、当該凹部内に形成される前記噴射孔の傾斜軸を通って前記弁軸方向に平行な平面
とは、角度αを有したことを特徴とする燃料噴射弁。
【請求項４】
　請求項３に記載の燃料噴射弁において、
前記燃料噴射孔は、前記凹部の中央部に形成されていること
を特徴とする。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガソリンエンジン等の内燃機関に用いられる燃料噴射弁であって、弁が弁座
と当接することで燃料の漏洩を防止し、弁が弁座から離れることによって噴射を行なう、
燃料噴射弁に関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記従来技術には、内燃機関用の燃料噴射弁において、製造コストの増加・流量精度の
悪化・雰囲気圧変化による諸特性変化を抑制しつつ、燃料噴霧の微粒化を向上させた燃料
噴射弁が開示されている。
【０００３】
　この従来技術では、弁座シート部に沿った燃料流れが燃料室の仮想円内側壁面に押し付
けられた後、燃料室の内壁に沿って流れ、その後噴射孔入口部の周りを旋回しながら噴射
孔へ流れ込む構造となっている。それにより、燃料は噴射孔内を旋回しながら噴射孔内壁
に押し付けられることで噴射孔内を充満せずに薄い液膜となって噴射孔出口から中空状に
噴射される。そして、空気との剪断により液膜を分裂させることにより、微粒化を促進さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２６５８６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、自動車エンジンの低燃費/有害排出ガス低減が求められており、このためには自
動車エンジンへ供給される燃料噴霧の微粒化が必要である。上記従来技術では噴射孔入口
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部の周りで形成する旋回流が液膜生成の源動力となっている。しかし以下の課題がある。
（１）前記旋回流は、噴射孔入口から噴射孔出口に至るまでに、噴孔内壁との摩擦力で減
衰してしまう。（２）噴射孔毎の傾斜方向（燃料の噴射方向）によって、旋回流の減衰量
が異なり、噴射孔毎に微粒化特性が異なってしまう。
【０００６】
　上記（２）に関して説明をする。燃料噴射装置では、ターゲット方向に燃料噴霧を形成
するために、各噴射孔はターゲット方向に傾斜されている。そのため、各噴射孔の傾斜方
向（燃料の噴射方向）と、各噴射孔への燃料の流入方向は、噴射孔毎に異なっている。各
噴射孔内を流れる燃料には、噴射孔入口から出口に至る間で、前記流入方向と前記噴射方
向の違いによりモーメントが発生し、旋回力が付加される。この旋回力の方向は上記理由
により噴射孔毎に異なるため、噴射孔毎に微粒化特性が異なってしまう。例えば、従来技
術では、噴射孔によっては、入口部で形成された旋回運動と逆方向の旋回力が噴射孔内で
形成されてしまい、その結果、微粒化特性が悪化する。
【０００７】
　本発明の目的は、上記課題に対し、噴射孔の傾斜方向に左右されず、かつ微粒化特性の
良い燃料噴霧を形成可能な燃料噴射弁を提供することで、自動車エンジンの低燃費/有害
排出ガス低減に寄与することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以上の課題を解決するために、その一例として、内壁面に弁座を有する弁座部材と、前
記弁座部材の弁座に離座及び着座する弁体と、前記弁部材よりも下流側に配置された燃料
通路部と、前記燃料通路部よりも下流側に配置され、燃料を噴射させる噴射孔を有したノ
ズルプレートとを備えた燃料噴射弁において、前記燃料通路部の開口部より前記ノズルプ
レートの径方向外側に凹部を形成し、前記噴射孔は前記凹部内に形成され、前記凹部の長
軸と前記噴射孔の傾斜軸とは角度αを有したことを特徴とする燃料噴射弁とすることがで
きる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、燃料噴射孔の傾斜方向に左右されず、かつ微粒化特性の良い、燃料噴
霧を形成可能な燃料噴射弁を提供することが可能である。
【００１０】
　上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施形態の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る燃料噴射弁の実施例を示す断面図である。
【図２】本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁の弁体先端の近傍を拡大した断面図である
。
【図３】従来技術の燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図。
【図４】本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図。
【図５】本発明の第２実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図。
【図６】本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁の燃料流れ方向の説明図。
【図７】本発明の第３実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図。
【図８】本発明の第４実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図。
【図９】本発明の第１実施例において、凹部を台形とした例。
【図１０】本発明の第１実施例において、凹部を長方形とした例。
【図１１】本発明の第３実施例に係る燃料噴射弁の弁体先端の近傍を拡大した断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００１２】
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　本発明の第１の実施例に係わる燃料噴射弁について、図１乃至図４および図６を用いて
以下説明する。
【００１３】
　図１は、本実施例に係わる燃料噴射弁の例として、本実施例に係る燃料噴射弁の実施例
を示す断面図である。
【００１４】
　図２は、本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁の弁体先端の近傍を拡大した断面図であ
る。
【００１５】
　図３は、従来技術の燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図である。
【００１６】
　図４は、本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図で
ある。（請求項１に対応）
　図６は、本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁の燃料流れ方向の説明図である。
【００１７】
　噴射弁基本動作説明。
【００１８】
　図１において、燃料噴射弁１は、例えば自動車のエンジンとして利用される内燃機関に
燃料を供給するものである。燃料噴射弁１は、通常閉じているマルチホールインジェクタ
である。ケーシング２は、プレス加工や切削加工等により細長く薄肉部がある段差付の一
体構造よりなる円筒状に形成される。素材はフェライト系ステンレス材料にチタンのよう
な柔軟性のある材料を加えたもので、磁性特性を有している。ケーシング２の一端面には
、燃料供給口２ａを、他端面には複数の燃料噴射孔を有するノズルプレート６が設けられ
ており、ノズルプレート６が固着されるノズル体５が設けられている。なお、図３は従来
の燃料噴射孔の配置図であり、燃料噴射孔７（以後、各図において、燃料噴射孔を総称し
て、燃料噴射孔７と呼ぶ）を有する。本実施例のケーシング２の外側には、電磁コイル１
４と電磁コイル１４を包囲する磁性材のヨーク１６が設けられている。一方内側には、ケ
ーシング２内に挿入された後に電磁コイル１４の内側に位置されるコア１５と、コア１５
の先端側に対面して空隙をもち軸方向に動くことが可能なように取り付けられ、磁性材料
からなる金属粉末をMIM（Metal Injection Molding）等の工法により射出成形し製造され
るアンカー４と、アンカー４に狭持されて軸方向に延材する中空の弁体３と、弁体３の先
端に固設され弁体３の先端が離接する台座としてのノズル体５と、ノズル体５の先端側面
に配設されたノズルプレート６が設けられている。このノズルプレート６には、厚み方向
に貫通して形成された複数の燃料噴射孔が設けられている。図２のように、ノズルプレー
ト６はノズル体５と接する面を溶接により接合されており、ノズル体５はケーシング２と
溶接により接合されている。
【００１９】
　コア１５の内部は、弾性部材としてのスプリング１２が配設されている。スプリング１
２は、弁体３の先端をノズル体５に押し付ける力を与える。この、スプリング１２に連続
して押し付け力を調整するスプリングアジャスタ１３が配設されている。また、燃料供給
口２ａには、フィルタ２０が配設されており、燃料に含まれる異物を除去する。さらに燃
料供給口２ａの外周には、供給される燃料をシールするためのＯリング２１が取り付けら
れている。
【００２０】
　樹脂カバー２２は、例えば樹脂モールド等の手段によりケーシング２とヨーク１６を覆
うように設けられたものであり、電磁コイル１４に電力を供給するためのコネクタ２３を
内設している。
【００２１】
　プロテクタ２４は、燃料噴射弁１の先端部に設けられた、例えば樹脂材料等よりなる筒
状部材をなしていて、ケーシング２より径方向外向きに突出している。また、Ｏリング２
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５はケーシング２の先端側外周に装着されている。Ｏリング２５はヨーク１６とプロテク
タ２４との間に抜き止め状態で配置され、例えばケーシング２の先端側を内燃機関の吸気
管に設けられた取り付け部（図示しない）等に取り付けた場合に、これらの間をシールす
るものである。
【００２２】
　このように構成される燃料噴射弁１は、電磁コイル１４が非通電状態であるときはスプ
リング１２の押し付け力に起因して、弁体３の先端がノズル体５に密着する。このような
状態では、弁体３とノズル体５の間に隙間、つまり燃料通路が形成されないから、燃料供
給口２ａから流入した燃料はケーシング２内部に留まる。
【００２３】
　電磁コイル１４に噴射パルスとしての電流を印加すると、磁性材よりなるヨーク１６と
、コア１５と、アンカー４とで磁気回路が形成される。弁体３は、電磁コイル１４の電磁
力によって、コア１５の下端面に接触するまで移動する。弁体３がコア１５側に移動する
と、弁体３とノズル体５の間に燃料通路が形成される。ケーシング２内の燃料は、弁体３
の周辺より流入した後、燃料噴射孔から噴射される。燃料噴射量の制御は、電磁コイル１
４に間欠的に印加する噴射パルスに応じて、弁体３を軸方向に移動することにより、開弁
状態と閉弁状態の切り替えのタイミングを調整することで行っている。
【００２４】
　図２は弁体の先端に設けられた噴射孔の近傍を拡大した断面図である。本実施例に係わ
る主要部品について、図２を用いて、簡潔に説明する。
図２に示されるように、弁体３はボール弁を使用している。ボールには、例えば、JIS規
格品の玉軸受用鋼球を用いている。このボールは、真円度が高く鏡面仕上げが施されてお
り、シート性を高めるに好適であること、また、大量生産により低コストであること、等
がその採用のポイントである。また、弁体として構成する場合は、ボールの直径は３～４
ｍｍ程度のものを使用する。これは、可動弁として機能するので軽量化を図るためである
。
【００２５】
　また、ノズル体５において、弁体３と密着するシート位置を含む傾斜面の角度は９０゜
程度（８０゜～１００゜）である。この傾斜角は、シート位置付近を研磨し、且つ真円度
を高くするために最適な角度（研削機械をベストコンディションで使用できる）であり、
上述した弁体３とのシート性を極めて高く維持できるものである。なお、シート位置を含
む傾斜面を有するノズル体５は、焼入れによって硬度が高められており、また、脱磁処理
により無用な磁気が除去されている。このような弁体構成により、燃料漏れのない噴射量
制御が可能となる。また、コストパフォーマンスに優れた弁体構造を提供できる。
また、ノズルプレート６は、下凸の形状のものに限定されることはなく、フラットな形状
でもよい。下凸形状にするために、凸面を形成するための製造工程においてパンチによる
押し出しを行い、弁体３との形状をそろえるためにパンチ径は６～９ｍｍとする。
【００２６】
　燃料噴射弁が閉弁状態にあるときには、弁体３はノズル体１０４に溶接などで接合され
たシート部材５aに設けられた円錐面からなる弁座面５bと当接することによって燃料のシ
ールを保つようになっている。このとき、弁体３側の接触部は球面によって形成されてお
り、円錐面の弁座面と球面の接触はほぼ線接触の状態になっている。弁体が上昇して弁体
とシート部材に隙間が生じると、燃料は前記隙間を流れ出し、シート部材５aの開口部５c
にて矢印１７の方向からノズルプレート６の上面に衝突する。その後、矢印１８のように
ノズルプレートの中央からノズルプレート表面に沿って流れる。ノズルプレート上面には
凹部８が形成されており、燃料はこの凹部８に流入した後、噴孔７を通過後、液膜９を形
成する。液膜９は、表面張力波による不安定性や空気との剪断力により液滴１０へと分裂
して、燃料の微粒化が達成される。
【００２７】
　流れ、効果説明。
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【００２８】
　図３は従来技術の燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図である。図３では、
従来構造の１つとして、燃料噴霧のターゲット方向を２方向に設定した場合の各噴射孔の
方向を矢印１１で示したものである（噴射孔の方向は、総称として方向１１とする）。各
噴射孔７は左右の方向に向けられている。以降の説明では、本実施例を２方向のターゲッ
ト方向に適用した例を示すが、ターゲット方向は放射方向など、２方向に限定するもので
はない。また、図２ではノズルプレート形状は下方に凸形状の例を示しているが、フラッ
ト形状であってもよい。
【００２９】
　図４は、本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図で
ある。図２に示しすようにシート部材５aの開口部５cより前記ノズルプレートの径方向外
側に凹部８を形成し、前記噴射孔７は前記凹部８内に形成され、図４のように前記凹部の
長軸２８と前記噴射孔７の傾斜方向１１とは角度α １９を有したことを特徴とする。図
４中の点線矢印２６はノズルプレート上での燃料の流れ方向（噴射孔への燃料の流入方向
）を示し、噴射孔毎に、燃料の流入方向と噴射方向が異なることがわかる。
【００３０】
　本実施例の効果を説明するために、図６を用いて本発明の第１実施例に係る燃料噴射弁
の燃料流れ方向を示す。本実施例では、ノズルプレート上面を沿って矢印２６のように放
射状に流れる燃料は、まずノズルプレート上面に形成した凹部に侵入する。凹部は楕円状
となっており、そのために楕円長軸方向２７に沿うように流れの向きが変更され、その後
、各噴射孔へと流入してターゲット方向へ噴射される。前記凹部は各噴射孔の傾斜方向１
１に対して角度α １９を持つようにそれぞれ配置されている。これにより、各噴射孔に
おける流入方向と噴射方向は常に一定に保たれるために各噴射孔で同一の旋回力を加える
ことが可能である。また角度α １９は－９０度から＋９０度の値を取り、符号の正負は
楕円長軸方向に沿って流れる方向に対して、時計回りか反時計回りかで定義する。前記旋
回力は、流れの方向研化が最大となる±９０度付近で最大となる。前記のように本実施例
では旋回力を噴孔内で発生させるために旋回流が減衰する問題を大幅に低減できる。（従
来技術では、噴射孔の入口から出口に至る間に、噴孔入口で形成した旋回流が減衰する課
題がある）。図２および図５で示した凹部の底面は平面の例が示されているが、お椀状の
凹面でも効果が得られる。また角度αは要求される噴霧仕様に応じて、各噴孔で設定する
ことも可能である。なお本実施例および後述する実施例では、噴射孔内で発生させる旋回
力により噴霧の拡散効果が得られるため、前記の微粒化特性改善に加えて、噴霧のペネト
レーション短縮効果も同時に得られる。これらの効果により、自動車エンジンの低燃費/
有害排出ガス低減に寄与することが可能である。本発明はポート噴射用燃料噴射弁、直噴
用燃料噴射弁の両方で使用可能である。
【実施例２】
【００３１】
　本発明の第２の実施例に係わる燃料噴射弁について、図５を用いて以下説明する。図５
は本発明の第２実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図であり、実
施例１の説明で使用した図と同一の番号が割り当てられているものは、実施例１と同一も
しくは同等の機能を有するものであり説明を省略する。
図５は、図４に対して、燃料噴射孔７は、凹部８の中央部に形成されており、本実施例で
も実施例１で示した図４と同等な効果が得られる。
【実施例３】
【００３２】
　本発明の第３の実施例に係わる燃料噴射弁について、図７を用いて以下説明する。図７
は本発明の第３実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図であり、実
施例１の説明で使用した図と同一の番号が割り当てられているものは、実施例１と同一も
しくは同等の機能を有するものであり説明を省略する。本実施例は、内壁面に弁座を有す
る弁座部材と、前記弁座部材の弁座に離座及び着座する弁体と、前記弁部材よりも下流側
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に配置された燃料通路部と、前記燃料通路部よりも下流側に配置され、燃料を噴射させる
噴射孔を有したノズルプレートとを備えた燃料噴射弁において、前記燃料通路部の開口部
より前記ノズルプレートの径方向内側に凹部８を形成し、前記噴射孔は前記凹部内に形成
され、前記凹部の長軸と前記噴射孔の傾斜軸とは角度α １９を有したことを特徴とする
燃料噴射弁である。ここで燃料通路の開口部に関しては図１１にて記号５CCで示す。図１
１は、本発明の第３実施例に係る燃料噴射弁の弁体先端の近傍を拡大した断面図である。
図７において点線矢印２６の方向は、図４と逆向きであり、噴射孔群に対して外周側から
燃料流入している。本実施例においても、点線矢印２６の方向から流入した燃料は、凹部
に侵入後は楕円長軸方向に整流され、その後、噴射孔に侵入するため、各噴射孔において
燃料の流入方向と噴射方向を最適な噴霧状態に設定することが可能である。
【実施例４】
【００３３】
　本発明の第４の実施例に係わる燃料噴射弁について、図８を用いて以下説明する。図８
は本発明の第２実施例に係る燃料噴射弁のノズルプレートを弁体側から見た図であり、実
施例１の説明で使用した図と同一の番号が割り当てられているものは、実施例１と同一も
しくは同等の機能を有するものであり説明を省略する。
【００３４】
　図８は、図７に対して、燃料噴射孔７は、凹部８の中央部に形成されており、本実施例
でも実施例３で示した図７と同等な効果が得られる。
なお、実施例３と実施例４において、ノズルプレートは下凸形状以外に、上凸形状やフラ
ット形状でも同様な効果が得られる。
【実施例５】
【００３５】
　本発明の第１の実施例に係わる燃料噴射弁の他の例について、図９を用いて説明する。
図９はノズルプレート状の凹部８を台形とした例である。台形とすることで、凹部に侵入
した燃料は、台形の長辺側から短辺側に移動する際に縮流効果で増速し、この効果により
、噴孔内でさらに強い旋回流を形成することが可能となる。
【実施例６】
【００３６】
　本発明の第１の実施例に係わる燃料噴射弁の他の例について、図１０を用いて説明する
。図１０はノズルプレート状の凹部８を長方形とした例である。この場合でも楕円の凹部
と同等な効果が得られる。
【符号の説明】
【００３７】
１・・・燃料噴射弁
２・・・ケーシング
２a・・・燃料供給口
３・・・弁体
４・・・アンカー
５・・・ノズル体
５a・・・シート部材
５b・・・弁座面
５c, 5cc・・・開口部
６・・・ノズルプレート
７・・・燃料噴射孔
８・・・凹部
９・・・燃料液膜
１０・・・液滴
１１・・・噴射孔の傾斜方向（燃料の噴射方向）
１２・・・スプリング
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１３・・・スプリングアジャスタ
１４・・・電磁コイル
１５・・・コア
１６・・・ヨーク
１７・・・弁部材よりも下流側に配置された燃料通路部の開口部での燃料流れ
１８・・・ノズルプレート上での燃料流れ
１９・・・凹部の長軸と噴射孔の傾斜軸との角度α
２０・・・フィルタ
２１・・・Oリング
２２・・・樹脂カバー
２３・・・コネクタ
２４・・・プロテクタ
２５・・・Oリング
２６・・・ノズルプレート上での燃料の流れ方向
２７・・・凹部内での燃料の流れ方向
２８・・・凹部の長軸
２９・・・凹部の短軸

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】
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